
(4.8. 1高松高）

職員の新型コロナ感染判明に伴う広報対応について

【概要】

高松高裁民事■部の裁判官全員についてｺﾛﾅ陽性が判明した。
対象者①

対象者②

対象者③

対象者④

同居の親族’

7/26 (火) ’ ｜の体調が悪そうだとの報告あり (本人;しんどい）
7/27 （水）昼休み裁判官室全員で喫茶店において一緒に昼食。食事時にマス

ク着用なしで会話あり

→裁判所外での昼食時であるため、濃厚接触者有無欄では「裁判所において1

メートル以内でマスクを外して会話等をした者はいない。 」 としている。た

だ、裁判所外で昼食を取ったことは記載する。

7/29～8/5の期日を全件取消

療養期間8/8 （月） ：起算日が一番遅い裁判官を基準
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{基本説明)’

なお､感染拡大の原因となったか否かは明らかでないものの､対象者①(■■

｜である)が7月26日以降体調不良の状態で出勤したほか､翌27日に裁
判所外において残り3名の裁判官とともに昼食を取った際、マスクを外して会話を

したと聞いている。対象者②～④の発症日が7月28日ないし29日であることに

鑑みれば、 27日の昼食が同人らの感染の原因になったかどうかは明らかでない

が、対象者①が体調不良の状態で出勤し、他の裁判官とともに食事をした際にマス

クを外して会話をした点については、感染防止対策の観点から相当でないと考えて

いる。今回、裁判官4名の感染により多数の期日を取り消す事態となったことに加

え、今御説明したように、感染原因であるか不明ではあるが、感染防止対策の観点

から相当でない点があったことから、皆様にお集まりいただき、説明させていただ

いた次第である

なお、来庁者及び他の職員との間では、マスクを外した状態で1メートル以内で

の接触はなかった。

【想定問答】

(年代・性別）

1 年代、性別は。

40代から60代までの男性である。
′ h
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(感染経路等）

2感染経路で判明していることはないのか。

不明である。

(更問）本感染はクラスターか。

保健所からクラスターであるとの連絡は受けていない。

2－1 対象者①は発症日以降登庁しているのはなぜか。

7月26日以降は倦怠感等があったものの仕事の疲れと感じていたと

聞いている。

I

2－2対象者①の体調不良に周囲の職員は気が付いていなかったのか。／対象者

①に対して退庁を促さなかったのか。

周囲の職員は対象者①の体調不良に気が付いており、本人の体調を確

認した上、体調が悪いのであれば速やかに退庁するよう促したが、大丈

夫であるとして、 これに応じなかったものである。

2－3 27日 （水）に裁判官4名で昼食を取ったのはなぜか。

裁判官4名で毎週水曜日に昼食を取っていると聞いている。

(更問）裁判所外の昼食を取った場所はどこか。

高松市内の飲食店である。

(更問）対象者①の体調不良を受け、 4名で昼食を取ることに反対する者はい

なかったのか。
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遺憾ながら反対する者はいたとは聞いていない。

(更問）裁判官4名が27日 （水）以外の機会に昼食を取ることはなかったの

か。

水曜日以外は、各自において適宜昼食を取っていたと聞いている。

(更々問）各自とはいえ、複数の裁判官が裁判官室で昼食を取ること

はあったのではないか。その際､マスク非着用の会話があった

のではないか。

対象者①が体調不良になった26日以降、水曜日の昼食会の

機会以外に、昼食時にマスク非着用で会話をすることがあった

か否かは､ （関係者から詳細な事情聴取未了のため、 ）現時点

では不明である。

※ 7/29 （水）昼休みに裁判官室全員（4名）で昼食会を実施。パーテイションなし、マス

クなしで会話をしていた。距離は2メートル離れていない。

(執務室の場所)

3同人の執務室は、何階か。

個人の特定につながる恐れがあるため回答は差し控える。

（庁全体への影響）

4本感染を受けて、一部期日を取り消したとのことであるが、それは民事か刑事

か。また、その件数を教えていただきたい。

民事15件、家事1件である。

’
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(更問） 7月29日 （金）から8月5日 （金）までの間の期日で代わりの裁判官

が立ち会った上で実施した（又は実施する予定の）期日はあるのか。

なし。

(更問）期日をすべて取り消しているが、応援態勢は組まないのか（組めないの

か） 。

緊急を要する事件については応援態勢を組んで対応することとしてい

るが、それ以外の通常事件については、各事件の内容や性質に照らし他

の裁判官が応援することが相当でないことから、期日を全て取り消した

次第である。

(更問）療養期間は8月8日 （火）までと思うが、 8月8日 （火）分については

期日取消をしないのか。

現時点では期日取消を行っていない。

(更問）今回の発表を受けて、裁判所利用者から期日を変更してほしいなどの要

望があった場合はどのようにするのか。

利用者の方に御心配の点があれば、遠慮なく、担当者に相談していた

だきたいと考えている。相談には丁寧に対応していきたい。

(更問）期日が変更されているのは民事事件（民事2部の事件）であるので、感

染したのは民事部（民事2部）の裁判官ではないのか。

個人の特定につながることも考えられるため、回答を差し控える。

(更問）当事者（関係者）への影響はないのか。
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対象者が所属する部署で一部の期日が取消となっていることは先に述

べたとおりであり、影響はあったと受け止めている。

(更問）対象者①は発症日以降登庁しているのはなぜか。

7月26日以降は倦怠感等があったものの仕事の疲れと感じていたと

聞いている。

5他の職員に感染しているような状況や登庁を控えさせている職員はいないのか。

8月1日現在、同じ部の1名の職員がコロナ陽性と判定されている。本件と

の関連性については調査中である。

（消毒）

6執務室等の消毒はしたのか。

所管の保健所からは1特に消毒の指示は受けていないが、同職員が使用又は

接触した可能性のあるところを消毒した6

(症状等）

7対象職員の現在の状況（入院するのかなど）や症状を教えてほしい。

対象者①のどの痛みの症状がある （報道対応時の症状に合わせる。 ） 。

対象者②のどの痛みの症状がある （報道対応時の症状に合わせる。 ） 。

対象者③熱は下がっている （報道対応時の症状に合わせる。 ） 。

対象者④熱は下がっている （報道対応時の症状に合わせる。 ） ・

いずれも入院するのか、 自宅療養するのかなどは個人のプライバシーもあり

回答できない。
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(住所地等）
， ／

8職員の住所地はどこか。

住所地はいずれも高松市である （地方自治体の発表に合わせる。 ） 。

それ以上は､職員のプライバシーに関わることであり、回答は差し控えたい。

(感染防止策）

9 これまでに高松高裁でとられていた感染防止対策はどのようなものか。

いわゆる3密を回避することや体調不良の職員は出勤を控えることを周知徹

底しているほか、庁舎入口や案内窓口への手指消毒剤の設置、職員のマスク着

用徹底、受付カウンターでのパーティションの設置、感染防止啓発のため庁舎

での掲示物の掲示、執務室や法廷等における換気などを講じている。

(更問）裁判官室でとられている感染防止対策はどのようなものか｡
I

高松高裁において実施している感染防止対策と同じである。

(職員に対する感染症対策）

10感染対策等についての職員周知等は適切であったと考えているか。

これまでも、感染症対策について職員に周知、徹底を促しており、今後も

引き続き感染拡大防止について全力をあげて取り組んでいく。

(更問）職員への感染防止について具体的にどのような周知をしてきたのか。

職員に対しては、手洗い、マスク着用、咳エチケットなどの感染症対

策を徹底する､発熱等の症状がある場合には登庁を控える、歓送迎会や

忘年会などの会食や宴会を控えるといった点について、 日頃から説明、

周知をしてきたところである。
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(職員への感染状況） 、

11 ‐高松高裁職員の感染判明は何例目か。

8例目ないし11例目である。

(更問）高松高裁の裁判官は何例目か。

2例目ないし5例目である。

（その他）

報道発表が、なぜ遅れたのか。

関係者への説明や正確な事実関係の確認に時間がかかったため、今日の発表

になった。

(高裁局長コメント）

今回の件を受けて、庁としての意見を伺いたい。

今回の感染を受けて16件の期日を取り消すことになったことについては

重く受け止めている。

また､これまでも、感染拡大防止対策に取り組んできたところであるが、

今回の感染拡大の原因となったか否かは明らかでないとはいえ、基本的な感

染防止対策が取られていない部分があったことについては大変遺憾である。

今後も、引き続き、職員に対して感染拡大防止を徹底するように指導してい

きたい。
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